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令和５年度県央ブロックごみ処理体制検討協議会議事録 

 

開 催 日：令和５年11月21日（火） 

開催場所：盛岡市総合福祉センター ３階 子供会研修室(盛岡市若園町2-2) 

開催時間：午後３時２分から午後３時５分まで 

出 席 者：盛岡市長、八幡平市長（副会長）、紫波町長（副会長）、滝沢市長、 

雫石町長、葛巻町長、岩手町長、矢巾町副町長（代理出席） ８名 

     関係市町担当課長：８名 

事務局：小原事務局長、森田事務局次長、菊池主幹、藤原主幹、 

中村主査、中嶋主査、小笠原主査、佐藤主査、 

及川主任、藤原主任 10名 

 

次  第：１ 開  会 

     ２ あいさつ 

３ 役員の選任 

     ４ そ の 他 

５ 閉  会 
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会議結果・要旨 

発言者 内    容 

 

 

事務局次長 

 

 

副会長佐々木八幡

平市長（以下「副会

長」。） 

 

 

 

 

 

事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

１ 開会 

[事務局から開会を宣言] 

 

２ あいさつ 

 当協議会は、圏域における「焼却処理以外の中間処理体制」及び

「最終処分体制」の検討を行うことを目的として、令和５年３月に

発足して以来、幹事会を通じて担当課長による協議・検討を進めて

きているところであります。 

本日は、前会長の退任に伴い不在となっております、会長の選任

を行いたいと存じますので、議事進行に御協力くださるよう、お願

いを申し上げて御挨拶といたします。 

 

ありがとうございます。それでは議事に入ります。 

それでは、議事に入ります。これより先は、協議会規約第５条第

１項の規定により、会長が進行することとしておりますが、現在、

会長が不在でありますことから、同条第２項の規定により、佐々木

副会長に進行をお願いいたします。 

それでは佐々木副会長よろしくお願いいたします。 

 

 

３ 役員の選任について 

それでは、次第に従って進行してまいります。 

「３ 役員の選任について」ですが、前盛岡市長が退任されたこ

とに伴い、協議会会長を新たに選任する必要が生じておりますこと

から、協議会規約第４条第２項の規定に基づき、会長の選任を行お

うとするものであります。 

規約では、役員は互選により定めることとされておりますが、取

扱いはいかがいたしましょうか。お諮りします。 

 

「事務局一任」の声あり。 

 

ありがとうございます。 

事務局一任ということであります。事務局の方で案があればお願

いします。 

 

事務局案は、引き続き、盛岡広域環境組合の内舘管理者にお願い

したいと思います。 

よろしくお願いいたします。 
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副会長 

 

 

 

 

副会長 

 

 

 

 

 

事務局次長 

 

 

事務局次長 

皆様にお諮りいたします。会長は盛岡広域環境組合の内舘管理者

にお願いすることでよろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

異議なしと認めます。それでは、内舘管理者に本協議会の会長を

お願いいたします。 

本日の議事は以上となりますので、議事進行は以上で終了しま

す。ありがとうございました。 

 

４ その他 

その他として、皆様から何かございませんか。 

 

５ 閉会 

 [事務局から閉会を宣言] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


